
音楽を例に、著作権のルールを解説します。
正しいルールを知って、音楽や小説などを楽しもう !

著作権ってなに？

演奏したり、録音やビデオ撮影したり、CDをコピーしたり
して音楽を「利用する」人は、音楽を 「つくった人」に利用し
てもよいか了解をとらなくてはいけません。
これは、「つくった人」が「利用する人」に対して「こういう条
件なら使ってもいいよ」「使ってはダメだよ」と言うことがで
きると、法律で決められているからです。このように、つくっ
た人に認められている権利を著作権と言います。
音楽のほかにも、小説、絵画、写真なども対象となります。

な ん で 著 作 権 っ て あ る の ？

みんなが楽しんでいる音楽は、作詞家・作曲家など
が努力して、 時間や労力をかけてつくりあげたもので
す。その音楽を大切にし、つくった人の生活と名誉を
守ることで、また新たな作品がつくり出されます。そ
のために著作権というルールが決められています。

作 品

手続き・使用料

音 楽 の 著 作 権 に は ど ん な も の が あ る の ？

コンサートをする（演奏権）

BGMとして市販のCDを流す ( 演奏権 )

自分たちのコンサートのもようを録画する ( 複製権 )

CD・DVDをコピーする
動画にCDの音楽を入れる ( 複製権 )

「つくった人」の了解が必要

「つくった人」の了解が必要

「つくった人」の了解が必要

「つくった人」
「つたえる人」の了解が必要

つくった人 利用する人

コンサートをしたりBGMを流したりするときは演奏権、CDをコピーしたり動画に音楽を入れたり
するときは複製権など、著作権のなかには、いろいろな権利があります。演奏するとき、コピーするとき
など、「行為」ごとにつくった人の了解が必要なので、自分のCDであっても了解なくコピーして配布
することはできません。
なお、CDやDVDなどをコピーする場合、音楽を「 つ く っ た 人 」だけでなく、歌手などのアーティ
スト、 CDやビデオの製作会社、放送局など音楽を「つたえる人」の了解も必要です。

・・
・・



了解はいりません

鼻 歌 で も つ く っ た 人 の 了 解 が い る の ？

音楽を聴いたり、鼻歌を歌ったりすることは自由です。このほかにもつくった人の了解をと
らずに音楽を利用できる場合もあります。

1  つくった人が亡くなって 50年 たつと自由に使えます ( 替え歌などはのぞく )。

50 年

権利の消滅死亡創作

了解が必要な期間

個人的に楽しむための複製 ( コピー )

コピー

営利を目的としない演奏

つくった人の了解が必要です了解はいりません

文化祭でライブをする、放送委員が校内放送で CDを流すなど、次の 3 つの条件をすべて

みたしている場合、つくった人の了解なく演奏することができます (コピーしたり、録音・録
画したりするときはつくった人の了解が必要です )。

a.入場料をもらっていない
　(チャリティー目的であってもお金を受け取る場合は、つくった人の了解が必要です。) 
b. 演奏する人 ( 歌手やバンド )・指揮者などに報酬 (出演料)を支払っていない 
c. 企業が主催しているなど、営利を目的としたものではない

自分が楽しむために CD を携帯端末にコピーするときに、つくった人の了解はいりません。 
ただし、そのコピーを勝手に人に配ってはいけません。

入場料
ナシ ＋ コンサート

BGM

※このほか、つくった人の了解がいらないケースとして「引用」や「授業のための複製」などがあります。

つ く っ た 人 に は ど う や っ て 了 解 を も ら う の ？

音楽の場合、日本音楽著作権協会 (JASRAC)など、つくっ
た人から著作権を預かり管理する団体があります。利用す
る人は、JASRACに手続きすることで、まとめて了解をもら
うことができます。JASRAC は利用する人から受け取った
使用料を、つくった人に分配します。
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出演料
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営利目的
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2  例外として法律で決められているケースがあります。

など 著作権

※一部の外国曲は 50 年を超えても自由に使えない場合があります。
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